




第５号様式  

報告年月日・番号

監 査 の 種 別

部 課 等 名 区分 指摘事項等 措置事項

総合政策部
行政改革推進課

指摘
(３)

【「流山市情報セキュリティポリシー」の速やかな見
直しと今後の庁内での定期的な見直し体制の整備につ
いて】
　「流山市情報セキュリティポリシー」は、平成21年
１月の改定以来、見直しが行われていない。急速に拡
大している脅威への対応としては、不十分と言わざる
を得ないので速やかな見直しと、見直しを定期的に実
施する体制を整備されたい。

平成２９年６月１日
情報セキュリティ見直し済み。

総合政策部
行政改革推進課

指摘
(５)

【実施手順の見直しと整備について】
　情報セキュリティ担当者、情報システム管理者、情
報システム担当者、利用者のそれぞれの立場で、やら
なければならないことが分かりやすくなるよう情報シ
ステムの実施手順を見直すとともに未整備の情報シス
テムについても実施手順の速やかな整備を検討された
い。

※大規模な情報システムにおいては個別の実施手順、
小規模なシステムにおいてはシステムの類型ごとに汎
用実施手順を作成し、これを適用するなど効率的に実
施することを検討されたい。

各システムの実施手順の見直しにつ
いて、情報政策・改革改善課より、
ひな形となる実施手順を作成し、各
課に配信した。
なお、
７月１０日　セキュリティ委員会
７月３１日　庁議（各部長に説明）
８月１６日及び２３日
　　　　　　内部監査実施
９月２６日　セキュリティ委員会
　　　　　　セキュリティ監査報告

総合政策部
行政改革推進課

指摘
(５)

【全ての情報システムの把握について】
　専用アプリケーションを使用するシステムはスタン
ドアローン型（PC単体）も含め、庁内に存在する全て
のシステムを速やかに把握するよう要望する。

内部監査を含め、平成２９年７月３
１日に各課に調査を行い、平成２９
年８月１８日、本市が所有する単独
システム等の情報資産、並びに管理
状況を把握した。

総合政策部
行政改革推進課

指摘
(５)

【定期的な情報セキュリティ教育の実施について】
　セキュリティ教育が不足している部署があることか
ら、毎年全ての部署におけるセキュリティ教育の実施
及びその記録を残すように体制を整備し、実施された
い。

本年度についても、すでに、国の情
報連携システムや、セキュリティ強
化のための二要素認証説明会を全課
を対象に、説明会を実施した。ま
た、先日、他市で起きた不正アクセ
スの事例を職員に対して、配信し、
セキュリティの重要性の認識を高め
ている。

措置事項報告書

平成２９年　２月１６日・流監第１０５号

定期・行政監査



第５号様式  

報告年月日・番号

監 査 の 種 別

部 課 等 名 区分 指摘事項等 措置事項

措置事項報告書

平成２９年　２月１６日・流監第１０５号

定期・行政監査

　国においては今後、職員の不正会計や情報漏洩を防
ぐ等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事
務の適正な執行を確保する体制（以下「内部統制体
制」という。）の整備及び運用を県・政令指定都市の
長に義務付け、順次市町村にも拡大する内容の地方自
治法の改正が予定されている。
　内部統制体制の整備及び運用を進めるに当たって
は、事務上の様々なリスクのうち、内部統制の対象と
するリスクを的確に設定することが重要であるとされ
ているが、今回の定期監査における共通要望事項とし
て各部局に伝達を行った支払遅延といった財務に関す
る事務の執行におけるリスク及び行政監査のテーマと
した情報セキュリティ対策に関するリスクは最低限評
価すべきリスクと考えられることから、これらのリス
クに対応した、適切な内部統制体制の整備及び運用を
要望する。

内部統制体制については、分野が非
常に幅広いことから、今後は、でき
ることから実施してまいります。
また平成２９年６月９日に「地方自
治法等の一部を改正する法律」が公
布され、都道府県や政令指定都市に
対し、内部統制に関する方針の策定
が義務付けられたところですが、今
後、地方自治体についても策定が求
められることを見据え、研究をして
いきたいと考えています。

　また、内部統制体制について不断の見直しを行う観
点から、地方自治法の改正において、長は、内部統制
体制の運用状況を自ら評価することも求められる。し
たがって、情報セキュリティ対策の取組についていえ
ば、「３　現状と課題」に記載したような状況を、地
方自治法改正後は、長が主体的に評価することとなる
ため、今回の行政監査における監査手法を参考に、内
部統制体制の運用状況の評価体制についての検討も行
うよう要望する。特に、情報セキュリティ対策に関し
ては、「４　個別意見（１）指摘事項」の記載に基づ
いて、内部統制体制を速やかに整備及び運用すること
はもとより、内部統制体制の運用状況を評価する体制
についてまで、速やかに構築されたい。
　加えて、これら内部統制の制度化は、「①マネジメ
ントの強化」「②事務の適正性の確保」「③監査委員
監査の監査の重点化・質の強化・実効性の確保の推
進」「④議会や住民による監視のための必要な判断材
料の提供」といった意義がある点を踏まえると、当然
に、市が主体性を持って取り組むべきことであり、地
方自治法の改正という外的な要請により受動的に着手
すべきものではないともいえるため、情報セキュリ
ティ対策以外の事務上のリスクに関しても、他の市町
村に先駆けて県・政令指定都市と同時期に実施される
よう要望する。

１　措置事項については、監査結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じた事項を記入する
　こと。

２　区分については、指摘事項又は、検討・要望事項等の監査委員意見の区分を記入すること。表示は、
　「指摘」又は「意見」とする。

総合政策部
行政改革推進課

意見


